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税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、

全世界 150 か国に 146,000 人のスタッフを擁する  
世界最大級の会計事務所プライスウォーター   

ハウスクーパース（PwC）の日本におけるメンバー 

ファームです。日本最大級のタックスアドバイザー  

として、公認会計士、税理士等約 530 人のスタッフ

からなる専門家集団であり、そのうち約 100 名が 

金融部に所属しています。  
 
 
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な

内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ

の対応、またはより専門的な案件への取り組みに

際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき

パートナーとしてご利用ください。 
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2008年度税制改正 

金融関連の主な改正点の適用時期について 
 

2008 年 4 月 30 日に、「所得税法等の一部を改正する法律」およ

び「地方税法等の一部を改正する法律」（あわせて、「改正税

法」）が成立し、関連する政省令が公布されました。2008 年度税

制改正については、2007 年 12 月発行のニュースレターで主な

改正点についてご紹介済みですが、本ニュースレターでは、改正

税法の成立が 2008 年 4 月 30 日となったことを受け、2008 年 3
月 31 日に適用期限が到来した租税特別措置等を含めて、改正

税法の法案段階で 2008 年 4 月 1 日以後適用を予定していた改

正点のうち、金融に関する主な改正点の適用時期についてご紹

介いたします。 
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2008年4月1日に遡及して適用される主な改正点 
 

(1) 民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例にかかわる対象範囲の見直しおよび延長 
 

2008年4月１日以後に発行される民間国外債につき非居住者または外国法人が支払を受ける利子等に

かかわる非課税の取扱いについて適用されます。 
 

なお、居住者・内国法人が支払を受ける民間国外債の利子に対する源泉徴収については、2008年5月  

1日から適用されます。 
 

(2) 恒久的施設となる代理人等の範囲からの独立代理人の除外 
 

原則として2008年4月１日以後の恒久的施設とされる代理人等の判定について適用されます。 
 

(3) 投資法人の課税の特例における同族会社判定の要件見直し 
 

2008年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。 
 

(4) 機械および装置を中心とした法定耐用年数の見直し 
 

2008年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 
 

(5) 交際費等の損金不算入 
 

2006年4月1日から2010年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。 

 

2008年4月30日以後適用される主な改正点 
 

(1) 特定目的会社および投資法人等が納付した外国法人税の取扱い見直し 
 

2008年4月30日以後に開始する事業年度において納付する外国法人税の額について適用されます。 
 

(2) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用 
 

2008年4月30日から2010年3月31日までの間に終了する事業年度について適用されます。 
 

(3) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 
 

2008年4月30日から2010年3月31日までの間に支出する使途秘匿金について適用されます。 
 

2008年5月1日以後適用される主な改正点 
 

(1) 外国法人が発行する債券の利子にかかわる源泉の置きかえ 
 

外国法人が2008年5月1日以後に発行する債券について適用されます。 

 

なお、2008年3月31日に成立した「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正す

る法律」および｢国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律｣により、暫定的に

適用期限が延長されている以下の主な租税特別措置等は、改正税法および関連する政令により、適用期

限の撤廃または一部の税率の見直しを行った上で適用期限の延長がなされています。 
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(1) 適用期限の撤廃 
 

・ 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税 
・ 外国金融機関等の債券現先取引にかかわる利子の課税の特例 

 

(2) 一部の税率の見直しを行った上で適用期限延長 
 

・ 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減 
・ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税

率の軽減 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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